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          あ き る 野 市 教 育 委 員 会 １ １ 月 定 例 会 会 議 録  

 

１ 開 催 日   平成２９年１１月２４日（金） 

 

２ 開 催 時 刻   午後２時００分 

 

３ 終 了 時 刻   午後３時１８分 

 

４ 場 所   あきる野市役所 ５階 ５０５会議室 

 

５ 日    程   日程第１ 議案第２０号 平成２９年度あきる野市教育委員会所管

予算（第６号補正）について      

           日程第２ 議案第２１号 あきる野市体育施設の設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例     

           日程第３ 議案第２２号 あきる野市民文化ホールの指定管理者の

指定について             

           日程第４ 報告事項（１）あきる野市特別支援教育推進計画（第二

次計画）（素案）について        

           日程第５ 教育長及び教育委員報告               

 

６ 出 席 委 員   教 育 長     私 市   豊 

           教育長職務代理者     田野倉 美 保 

           委      員     丹 治   充 

           委      員     小 西 フミ子 

           委      員     坂 谷 充 孝 

 

７ 欠 席 委 員   なし 

 

８ 事務局出席者   教 育 部 長     小 林 賢 司 

           指 導 担 当 部 長     鈴 木 裕 行 

           生涯学習担当部長     佐 藤 幸 広 

           教 育 総 務 課 長     宮 田 健一郎 

           教育施設担当課長     岩 﨑   徹 

           学 校 給 食 課 長     宮 崎 勝 央 

           指 導 担 当 課 長     間 嶋   健 
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           生涯学習推進課長     松 島   満 

           スポーツ推進課長     吉 岡   賢 

           図 書 館 長     山 根   悟 

           指 導 主 事     雑 賀 亜 希 

           指 導 主 事     若 泉 寿 人 

 

９ 事務局欠席者   なし 
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開会宣言   午後２時００分 

 

教育長（私市 豊君） 

   それでは、始めたいと思います。 

   １１月は芸術の秋ということで、委員の皆様には本当にお忙しい中、各学校の行事に足

を運んでいただきまして、誠にありがとうございます。 

   現在、市役所１階のホールには、草花小学校の５、６年生がつくりました風神、雷神の

大パネルが展示されております。大変にすばらしい作品なのですが、このように素晴らし

い作品が他の学校にも数々あったのではないかと思います。子供たちの無限の可能性に大

きな期待を感じております。 

   それでは、ただいまからあきる野市教育委員会１１月定例会を開催いたします。 

   本日は、教育委員全員が出席しており、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１

４条第３項に規定する定足数に達しておりますので、会議は成立しております。 

   本日、傍聴の希望がありますので、許可したいと思います。 

   それでは、議事日程に従って会議を進めたいと思います。 

   まず、議事録署名委員の指名については、坂谷委員と田野倉委員を指名します。 

   それでは、議事に入ります。 

   日程第１ 議案第２０号平成２９年度あきる野市教育委員会所管予算（第６号補正）に

ついてを上程します。 

   提出者は、説明をお願いします。 

   教育部長。 

教育部長（小林賢司君） 

   それでは、議案第２０号平成２９年度あきる野市教育委員会所管予算（第６号補正）に

ついて説明をさせていただきます。 

   提案理由でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に

より、平成２９年度あきる野市教育委員会所管予算（第６号補正）について委員会の意見

をまとめるものでございます。 

   今回は、学校教育関係のみでございますので、全て私から説明をさせていただきます。  

   １枚めくっていただきまして、歳出でございます。１０教育費、０１教育総務費、０３

教育指導費の５０万６，０００円の減額につきましては、指導室における補正を行うもの

であり、増額もありますが、トータルで減額となります。 

   まず、教育指導一般経費の消耗品費８０万６，０００円の減額につきましては、小中学

校教科書、指導書購入の入札による契約差金が生じたため、減額するものでございます。 

   次に、スクールソーシャルワーカー活用事業経費の指導員報酬の３０万円につきまして

は、相談員の相談時間の増加に伴い、報酬を増額するものでございます。 

   次に、０２小学校費、０１学校管理費の２９万４，０００円につきましては、教育総務

課における小学校維持管理経費の物品等購入費の増額補正を行うものでございます。内容

につきましては、草花小学校体育館の放送設備の故障に伴い、オーディオミキサー、ＣＤ

プレーヤーなどの機器を購入するための補正を行うものでございます。 
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   次に、０６学校給食費、０１給食総務費の６８万９，０００円につきましては、学校給

食課における給食庶務一般経費及び給食センター運営一般経費（秋川）の増額補正を行う

ものでございます。 

   まず、給食庶務一般経費の通信運搬費７万３，０００円につきましては、給食費の督促

状等の送付件数及び納付書紛失による再発行件数が当時の見込みより増加したため、増額

補正を行うものでございます。 

   次に、給食センター運営一般経費（秋川）の非常勤職員賃金６１万６，０００円につき

ましては、東京都最低賃金の改定に伴い、非常勤職員の配膳員、調理員及び栄養士の賃金

を改定したことによる増額補正を行うものでございます。 

   最後になります。０２給食事業費の９５万１，０００円につきましては、学校給食課に

おける学校給食事業経費（秋川）の光熱水費の増額補正を行うものでございます。 

   まず、電気料でございますが、増設した食器消毒保管庫の使用料が当時の見込みより増

加したことや電気料の増額改定によるものでございます。また、水道量につきましては、

Ｏ１５７などの感染症対策の一環としまして、野菜の洗浄回数の増加や食器等の洗浄機の

洗浄時間を長くしたことによる水の使用量が増加したものでございます。  

   説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。  

教育長（私市 豊君） 

   説明が終わりました。 

   これから質疑に入ります。何か質問がございましたらお願いいたします。 

   坂谷委員。 

委員（坂谷充孝君） 

   ご説明ありがとうございます。予算の補正ということで、給食総務費の給食庶務の一般

経費なのですが、未納者に対して追加予算が発生するのは大変残念なことと思います。こ

の増額は未納者が増加しているということでよろしいのかということと、また、それに対

する対策というものがあれば、教えていただきたいです。 

教育長（私市 豊君） 

   学校給食課長。 

学校給食課長（宮崎勝央君） 

   それでは、お答えさせていただきます。 

   委員のおっしゃるとおり、当初の見込みより未納者の件数が平均で多くなってしまった

ということでございます。平成２７年度と平成２８年度を比較しますと、金額にしますと

１８０万円ほど増えております。これは滞納繰り越しということで、今年度、未収金とい

うことで徴収に取り組んでいるところでございます。現在、滞納整理ということで、児童

手当、就学援助費、それから生活保護世帯の生活扶助費などから給食費として、保護者経

由で納付をしていただくのではなく直接こちらで精算させていただく取り組みをしており

ます。しかしながら、昨年度は、児童手当の代理納付につきまして、前年と比較しますと

１７０万円ほどの徴収減ということで、非常に大きな額でした。この代理納付制度の徴収

の減額に伴って、訪問徴収や督促状、催告状の発送などが必要となりました。  

   今後の取り組みということで、今年度の取り組みですが、代理納付制度を活用しつつ、
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現年度の滞納繰り越し分、例年どおり訪問徴収、催告状の発送、あと電話連絡、とにかく

未納の保護者の方とお話ができないことには先に進まないため、話をする機会を設けると

いうことで、特に電話連絡につきましては、かなりの回数を行っているところでございま

す。中には、電話には応じてくれない保護者もいらっしゃいますので、その際には訪問を

して、留守の場合には訪問したという手紙を入れて、連絡を入れるような工夫も行ってい

るところでございます。 

   現在の徴収状況は、昨年度よりも改善が見られていますので、こちらとしましても更に

積極的に取り組みを行っていこうと考えております。 

   以上でございます。 

教育長（私市 豊君） 

   田野倉職務代理者。 

教育長職務代理者（田野倉美保君） 

   スクールソーシャルワーカーの活用についてお聞きしたいと思います。相談時間の増加

のために３０万円の補正予算ということで提出されております。どの学校の先生方もスク

ールソーシャルワーカーという制度があってとても助かっていると聞いています。非常に

効果的に機能していると思います。補正については、当初の見込みよりも相談時間が増え

ているとのことですが、具体的にどのくらい増えていて、スクールソーシャルワーカーは

現在お一人の方にお願いしていると思うのですが、今後、もう少しスクールソーシャルワ

ーカーの人数を増やすとか、来年度以降は予算的な措置を増額するとか、その辺のことを

将来的なことも含めてお聞きしたいと思います。 

教育長（私市 豊君） 

   指導担当課長。 

指導担当課長（間嶋 健君） 

   昨年の１月から始まりましたこの事業でございますが、指導主事とスクールソーシャル

ワーカーが全校を訪問して学校内で調整をしました。当初は、件数も７件で、人間関係づ

くりも少し会って自分の顔を覚えてもらってというように短時間のものと考えていました。

また、学校につきましても、スクールソーシャルワーカーは初めてのものですので、どの

ように活用すればいいのかわからないこともあろうかと思いましたので、利用までに時間

がかかるだろうと考えていたところです。 

   ただ、スクールソーシャルワーカーを依頼している方は、元あきる野学園の先生という

こともあり、既に学校とのネットワークができていました。そういったところがあり、ま

た他の地域でこのような取り組みについての経験があったために、また、精力的かつフッ

トワークよく最初から動いていただいたため係る時間が多くなりました。現在案件も１０

件となり、今後も精力的に取り組んでいただくためにも補正が必要と考えております。 

   来年度の件でございますが、現状を踏まえ増員や増額などの検討を考えているところで

ございます。 

教育長（私市 豊君） 

   小西委員。 

委員（小西フミ子君） 
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   スクールソーシャルワーカーの件ですが、相談時間の増加ということで、スクールソー

シャルワーカーの方の児童・生徒に対する相談時間は内容によって異なると思うのですが、

雇用は時間給のような形で行われているのですか。 

教育長（私市 豊君） 

   指導担当課長。 

指導担当課長（間嶋 健君） 

   基本は、１日７時間半で週２を原則としております。原則そういう形になっております

が、当初から少しその勤務形態についての研究をしていきたいということで予定させてい

ただいたところでございます。 

教育長（私市 豊君） 

   ほかによろしいですか。 

《なし》 

教育長（私市 豊君） 

   質問等がないようですので、質疑を終了いたします。 

   議案第２０号平成２９年度あきる野市教育委員会所管予算（第６号補正）については、

原案のとおり承認することに異議はございませんか。 

《異議なし》 

教育長（私市 豊君） 

   異議なしと認めます。 

   議案第２０号平成２９年度あきる野市教育委員会所管予算（第６号補正）については、

原案のとおり承認されました。 

   続きまして、日程第２ 議案第２１号あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例を上程します。 

   提出者は、説明をお願いします。 

   生涯学習担当部長。 

生涯学習担当部長（佐藤幸広君） 

   それでは、議案第２１号あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例についてご説明をさせていただきます。 

   提案理由でございますが、総合グラウンドテニスコートの人工芝生化に伴いまして、使

用料金などの規定を改正する必要が生じたので、委員会の承認を求めるものでございます。 

   詳細につきましては、スポーツ推進課長よりご説明させていただきます。 

教育長（私市 豊君） 

   スポーツ推進課長。 

スポーツ推進課長（吉岡 賢君） 

   それでは、私のほうからご説明をさせていただきたいと思います。  

   議案第２１号あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に

ついてでございます。まず、お手元に配付させていただきました新旧対照表によりご説明

させていただきたいと思います。別表のほうの左側にございますのが改正後、右側にござ

いますのが改正前となっております。 
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   まず初めに、別表３の２の部分でございますが、これまで総合グラウンドのテニスコー

トにつきましては、霜などの影響によりまして、１２月２０日から翌年の３月２０日まで

施設の休業日としておりましたが、このたびの人工芝生化の改修に伴いまして、別表３の

２、ただし書きの後になりますけれども、総合グラウンドの少年野球場の記載の後にテニ

スコート（玉見ケ崎テニスコートを除く。）を加えさせていただきまして、総合グラウンド

テニスコートの冬季休業日を１２月２８日から１月４日に改正させていただくものでござ

います。 

   次に、別表５でございます。こちらは使用料でございまして、現在市内の他の人工芝の

テニスコートの使用料に合わせまして、団体の貸し切り使用料を、市内に在住、在勤者の

使用料、こちらにつきましては５００円から１，３００円に、またこれ以外のものにつき

ましては１，５００円から３，９００円に改正をさせていただくものでございます。 

   最後になりますけれども、施行日につきましては平成３０年４月１日でございます。  

   説明は以上でございます。よろしく審議のほどお願いいたします。  

教育長（私市 豊君） 

   説明が終わりました。 

   質疑に入ります。質問がありましたらお願いいたします。 

   丹治委員。 

委員（丹治 充君） 

   このテニスコートですけども、この料金改定というのは１面２時間単位になっています

よね。なおかつ団体名で貸し切りの使用者が例えば極端に言うと１人の場合、１人という

ことはないと思いますが、１人当たりの使用料金なのでしょうか。それと、市内在住、在

勤者の使用料金で、何人使用しても、いわゆるコート代として１，３００円という料金な

のかどうか。さらに、もう一つは小中学生といわゆる高校生一般ですか、その辺との料金

の違いはあるのでしょうか。 

教育長（私市 豊君） 

   スポーツ推進課長。 

スポーツ推進課長（吉岡 賢君） 

   まず、テニスコートの貸し出しでございます。屋外施設に関しては、個人への貸し出し

というものはございません。したがいまして、団体の位置づけとしましては２人以上とい

うことになっております。なので、屋外施設の貸し出しにつきましては面貸しという形に

なりますので、一人一人の料金ということではございません。 

   続きまして、中学生、高校生等の利用についてでございますけれども、こちらにつきま

しては、現在、体育施設の減免規定というものがございまして、中学生、また市内の小中

学校等の対象団体等については使用料の免除及び減免等の対応を行っているという状況で

ございますので、こちらにつきましては料金改定後も同じような対応を行っていきたいと

いうことでございます。 

   以上でございます。 

教育長（私市 豊君） 

   ほかにございますか。よろしいでしょうか。 
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《なし》 

   質問等がないようですので、質疑を終了いたします。 

   議案第２１号あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、

原案のとおり承認することに異議ございませんか。 

《異議なし》 

教育長（私市 豊君） 

   異議なしと認めます。 

   議案第２１号あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、

原案のとおり承認されました。 

   続きまして、日程第３ 議案第２２号あきる野市民文化ホールの指定管理者の指定につ

いてを上程します。 

   提出者は説明をお願いします。 

   生涯学習担当部長。 

生涯学習担当部長（佐藤幸広君） 

   それでは、議案第２２号あきる野市民文化ホールの指定管理者の指定についてご説明を

いたします。 

   提案理由でございますが、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する

条例第４条第１項の規定に基づき、教育委員会第５回臨時会においてあきる野市民文化ホ

ールの指定管理者の候補者として選定した秋川キララホール運営共同事業体について、同

条例第５条第１項の規定に基づき、指定管理者に指定したいので、地方自治法第２４４条

の２第６項の規定に基づき、平成２９年あきる野市議会第２回定例会１２月定例会議に上

程するため、委員会の承認を求めるものでございます。 

   詳細につきましては、生涯学習推進課長より説明をさせていただきます。 

教育長（私市 豊君） 

   生涯学習推進課長。 

生涯学習推進課長（松島 満君） 

   本件につきましては、教育委員会の９月定例会におきまして、あきる野市民文化ホール

（秋川キララホール）の現在の指定管理者を次期の指定管理者の候補者として選定するに

当たりまして、あきる野市指定管理者選定委員会へ諮問することについて、こちらの教育

委員会でご承認いただきました。その後、１０月２日付で諮問いたしまして、１１月１７

日付であきる野市指定管理者選定委員会から指定管理者の候補者として選定することにつ

いて異議なしとの答申がございました。 

   これに基づきまして、先の教育委員会第５回臨時会において指定管理者の候補者として

選定することについてご審議いただき、またご承認いただきました。本来は、この指定管

理者の候補者として選定しました秋川キララホール運営共同事業体を、先ほど説明であり

ましたように、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づいて指定管理者に指定する

に当たりまして、議会の議決が必要となりますことから、議会に上程するに当たりまして、

この教育委員会でのご承認をいただくものでございます。 

   指定管理を行う施設の名称につきましては、こちら記載してありますとおり、あきる野
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市民文化ホール（秋川キララホール）、指定管理者として指定する事業者名につきましては

秋川キララホール運営共同事業体、代表構成団体につきましては株式会社コンベンション

リンケージ代表取締役、平位博昭、構成団体としまして、株式会社ＮＴＴファシリティー

ズ代表取締役社長、一法師淳、指定の期間につきましては平成３０年４月１日から平成３

５年３月３１日までとなります。 

   以上でございます。 

教育長（私市 豊君） 

   説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。質問がありましたらお願いいたします。  

   よろしいですか。 

《なし》 

教育長（私市 豊君） 

   質問等がないようですので、質疑を終了いたします。 

   議案第２２号あきる野市民文化ホールの指定管理者の指定については、原案のとおり承

認することに異議ございませんか。 

《異議なし》 

教育長（私市 豊君） 

   異議なしと認めます。 

   議案第２２号あきる野市民文化ホールの指定管理者の指定については、原案のとおり承

認されました。 

   続きまして、日程第４ 報告事項（１）、あきる野市特別支援教育推進計画（第二次計画）

（素案）について、報告者は説明をお願いいたします。 

   指導担当課長。 

指導担当課長（間嶋 健君） 

   報告事項です。平成２７年４月に策定された特別支援教育推進計画は３年計画で、今年

度で最後でございます。そこで、現在障害のあるなしにかかわらず全ての子供たちを大切

に育む特別支援教育の推進という教育理念のもとに、計画の第二次計画を健康福祉部の障

がい者支援課、健康課、子ども家庭部子ども政策課、保育課、子ども家庭支援センター、

教育部の教育総務課、指導室の３部７課が連携して素案を策定中でございます。 

   配付させていただいているのは現時点のものであり、調整中のものでございます。内容

には、現在行われている乳幼児期からの子供や保護者が必要とする教育的ニーズの早期把

握、学齢期の適切な学習環境の提供、学齢期後の支援がまとめられているとともに、平成

３２年度までの計画が盛り込まれたあきる野市総合計画、あきる野市教育基本計画（第二

次計画）を踏まえ、今後３年間で特別支援教育を推進していくための各事業が盛り込まれ

ているものでございます。 

   素案の後ろについている策定のスケジュールをごらんください。本素案でございますが、

昨年度から５月までの間に原案をまず指導室で作成し、７課で検討させていただきました。

７月の特別支援教育検討委員会で一旦検討していただいております。この特別支援教育検

討委員会というのは、あきる野市における特別支援教育のあり方について検討を行うため
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の委員会でございまして、識見を有する者、これは大学教授にお願いしております。医師、

保護者の代表、その保護者の代表は各特別支援学級や特別支援学校、幼稚園等の障害を持

つお子さんの保護者の方が多いと思います。私立幼稚園長の代表、私立保育園長の代表、

特別支援学校の代表、私立学校長の代表、市職員をもって組織されております。７月の検

討委員会の意見を受けて、１０月、１１月で指導室の中で再度検討したものが提示された

ものでございます。 

   今後ですが、平成３０年１月２２日に第２回特別支援教育検討委員会が開催されますの

で、そちらで素案を再度検討していただき、案とさせていただきます。その後、臨時の福

祉文教委員会を開催していただき、市議会、委員会のご意見を伺った後、１月末にパブリ

ックコメントを行い、２月の教育委員会の定例会の議案とする予定でございます。その後、

市議会へ報告、次年度より実施という流れを考えております。 

   以上でございます。 

教育長（私市 豊君） 

   説明が終わりました。 

   これから質疑に入ります。何か質問などがありましたらお願いいたします。 

   小西委員。 

委員（小西フミ子君） 

   １１ページの就学支援シート、進学支援シートの作成についてですが７ページの（２）

に小学校で特別支援が必要と判断される児童が３９７人とありますが、進学支援シートの

作成の件数が余りにも少ないので、これはどうしてこんなに少ないのか、お伺いしたいで

す。 

教育長（私市 豊君） 

   指導担当課長。 

指導担当課長（間嶋 健君） 

   こちらについては、各学校として実際に３９７名ということですが、こちらの中で各特

別支援教室でのある程度の指導を受けているもの、その指導を継続するなかで解消されて

いくお子さんがいたりします。それから、別途この進学支援シートを活用する学校もござ

いますが、通常進学に当たっては、抄本、要録といった方法で指導の結果を学校に伝えて

いることもありますので、全ての学校でこの支援シートを活用しているというような状況

ではなく、このシートの活用を五日市小学校と五日市中学校が研究に取り組み、それを広

めているところでございます。こちらにつきましては、今後、更に広げていきたいと考え

ております。 

教育長（私市 豊君） 

   小西委員。 

委員（小西フミ子君） 

   私も障害の関係に長くかかわってきたのですが、生まれたときに家庭から幼稚園、小学

校に入って中学校、そして高校に行って就職するまでにそれぞれの節目での経過の面接が

あります。障害だとわかった場合20歳になる前に障害基礎年金を受けるときなどの際に、

幼少期時代の状態を聞かれる項目がすごくたくさんあって、大体の方が幼稚園時代とかそ
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のころのことを忘れてしまうのですけれども、そのときにいつも言われることが、幼稚園

の時代から同じ書類というか、今の進学支援シートとか就学支援シートみたいなものがそ

の子が大人になるまであったほうがいいという意見が毎回出るのです。そうすると、学校

に上がった段階でこの子はどうだったのかというのがそれを見ればわかる。でも、それを

誰が持っていたらいいのかということで討議になるのです。この中ではシートを保護者に

配っているということでしたが、これは配っても、それをしっかりと管理しているかどう

かまでは確認はできていないのでしょうか。 

教育長（私市 豊君） 

   指導担当課長。 

指導担当課長（間嶋 健君） 

   その前に、回答の中に１つ説明が足りないところが１点ございまして、つけ加えさせて

ください。先ほどのところ、小学校３９７名で２１名ということだったのですが、小学校

１年生から６年生までのお子さんの中でというところもつけ加えていくと、進学のときは

６年生だけという形になりますので、若干その辺のところの説明が不足しておりました。

申しわけございません。 

   それから、小西委員からのご指摘ですが、１１ページ（１０）相談支援ファイル（ステ

ップ）の作成・活用状況を踏まえた研究というところがご説明になるかと思います。本市

において最初生まれて、１歳児健診や３歳児健診などの健康診断の際、障害を持つ可能性

が判断された場合にこういったものが紹介され、健康課や障がい者支援課などからステッ

プが配られて紹介されているところだと思います。 

   こちらにつきましては継続的なもので、ファイル形式になっていますので、学校とのや

りとりなどを綴っていきながら、ここにある医療や教育、福祉、労働などの情報を全てま

とめます。使いやすさは意識して作られていますが、保管などの管理については学校など

ではなく、家庭で行うことになっているものでございます。そのため、活用については今

後、研究が必要かなと考えています。例えば、学校では必ず作らなければいけない資料等

があり、その部分については、すべてがファイルにまとめるということが難しいものもあ

りますので、現在、この７課で資料を持ち寄りまして、どのような流れになっているか、

新潟や大分などの先進地域の研究をしながら、今後どのようにするのがよいか研究してい

るところでございます。 

   現状は、小さい地域であれば、そういったやりとり、医者等の周知なども全部できるも

のではありますが、大きくなってきますと難しいところもあり、この研究を進めなければ

いけないなと考えているところでございます。 

   以上でございます。 

教育長（私市 豊君） 

   指導担当部長。 

指導担当部長（鈴木裕行君） 

   今のお話の補足をしたいと思います。 

   同じ１１ページの上のほうに学校生活支援シートについて記載がありますが、この学校

生活支援シートの活用というところと今の相談支援ファイルの活用というものが指導担当
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課長の話にあったと思います。この学校生活支援シートは、国のほうでは個別の教育支援

計画と呼んでおりますが、保護者に内容を確認していただきながらシートを作成していく

ものでありますので、この学校生活支援シートを長年にわたって活用していくと、この相

談支援ファイル、あるいは委員ご指摘のような子供のころの様子などが資料としてそろっ

ていくというものになると思います。 

教育長（私市 豊君） 

   田野倉職務代理者。 

教育長職務代理者（田野倉美保君） 

   個別の内容というよりは、この特別支援教育の推進計画という全体を見てちょっと感じ

たことなのですけれども、ここは教育委員会なので、どうしても学齢期である小学校、中

学校を中心に見てしまうという部分があるとは思います。例えば４ページからあるあきる

野市における特別支援教育の現状ですとか第４章のあきる野市における具体的な施策とい

うのを見たときに、小中学校の学齢期における特別支援に対するサポート体制というのは

すごく手厚いなというのを感じます。実際にどの学校を訪問させていただいても、皆さん

このような委員会ですとか一人ひとりの子供に手厚いサポートがついているというのは非

常に実感できます。ただ、乳幼児期に関してと、学齢期が終わった後に関しては、特別支

援、サポートが必要な人に対して本当に必要なサポートができているのかという部分で推

進計画自体の分量的なものが少し欠けるところがあると感じます。教育委員会という管轄

だと難しいのかもしれないのですが、先ほど小西委員がおっしゃっていたように、生まれ

てからずっと一人の人間がそういった生きづらさを抱えながら生きていくわけで、切れ目

のないサポートというようなものが非常に大事になってくると思います。その辺はどのよ

うに考えていったらいいのか、もしご回答ありましたらお願いしたいと思います。 

教育長（私市 豊君） 

   指導担当課長。 

指導担当課長（間嶋 健君） 

   この特別支援教育検討委員会を出したところで乳幼児期のかかわりについてご指摘を受

けたところです。また、この乳幼児期におきましては、子供を育てていく保護者への支援

でどういったことができるかというところについてご指摘を受けたところでございます。

今回７課のうちの１課や、それから健康課と検討させていただきまして、例えば保護者間

のグループ会議だとか、そういったところのかかわりについて、これまで第１次計画にな

かったのですけれども、今後、積み重ねて入れていって、不十分かもしれないのですが、

そういうことも組み入れながら、早期発見、早期対応、そして早期支援というところにメ

スを入れていこうというスタンスで入っているところでございます。この間も少しずつス

タッフを入れているところです。 

   そのようなところで、新たな動きとして１つあるのは、私立幼稚園や保育園について、

巡回は毎回やっているのですが、さらに一歩進んだ取り組みを今何かできないかというと

ころで、保育課、子ども政策課と調整をし、研究的な取り組みを昨年度から始めるところ

で、私立幼稚園への支援ということで動いているところでございます。まだ詳しく決定し

ているところではないので、研究状態ということでございます。 
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教育長（私市 豊君） 

   指導担当部長。 

指導担当部長（鈴木裕行君） 

   補足をいたします。 

   推進計画素案の２ページをごらんいただきたいと思いますが、特別支援教育推進計画の

位置づけとして、この２ページの図をごらんいただきたいと思います。左下のほうにこの

本計画が書いてありますが、それとあわせるように、あきる野市地域保健福祉計画、その

中に障がい者福祉計画等々、市のほうのさまざまな計画がありますので、そうした計画と

の役割分担という意味合いもあります。教育委員会の推進計画ですので、特別支援教育と

いう範囲に重点を置く部分がございます。委員が最初にお話しされたように、やはり小中

学校段階、学齢期が多くなるという部分は特徴としてあると思います。 

教育長（私市 豊君） 

   小西委員。 

委員（小西フミ子君） 

   １２ページに戻るのですけれども、副籍事業の実施ということで、都立特別支援学校の

小学部及び中学部に在籍する児童が市内の学校の副籍を必ず実施することになっています

とありますが、例えばあきる野学園では、肢体不自由の医療が必要な子供もいると思うの

ですが、そういう子供も市内に住んでいる子はそちらに副籍をとるという形なのでしょう

か。例えば医療が必要となった場合に、その保護者の付き添いが必要とか、そういうこと

も出てくると思うのですけれども、その辺をお聞かせいただきたいのですが。 

教育長（私市 豊君） 

   指導担当課長。 

指導担当課長（間嶋 健君） 

   副籍につきましてそのかかわり方は、例えば保護者と学校との状況やお子さんの状況も

ありますので、間接的な交流というものもございます。書面のいわゆるお便りの交換とい

うもの、こういったものも交流になりますので、その辺のところは実態に則してというこ

とになると思います。 

教育長（私市 豊君） 

   小西委員。 

委員（小西フミ子君） 

   その場合、例えば知的にしても重度な子供さんが普通の市内の学校に籍を置くことって

とても大事なことだと思うのです。一般の通常の子供たちがこういう大変な重度な子もい

るのだなということを見るためにも、理解するためにもとても大事なことだと思うので、

これは進めていっていただきたいなと思いました。 

   以上です。 

教育長（私市 豊君） 

   田野倉職務代理者。 

教育長職務代理者（田野倉美保君） 

   今の１２ページのところの副籍事業のところでお聞きしたいことが１つあります。最後
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の文章のところで、平成２７年度に入学する小学部１年生、中学部１年生からは副籍事業

を必ず実施することとなっているという表記があるのですけれども、その下に表が出てい

まして、その実施率というのを見ていくと、平成２７年度、平成２８年度というのはすご

く実施率が下がっているのですけれども、どういったことでこの実施率が下がってしまっ

たのか、平成２７年度に入学する子たちからは必ず実施するということは、将来的には１

００％になっていくということなのでしょうか。お聞きしたいと思います。 

教育長（私市 豊君） 

   指導担当課長。 

指導担当課長（間嶋 健君） 

   平成２７年度からこのデータのとり方が、実際のやりとりの中であきる野学園から報告

が上がってきたものについての数値を明記するようになりました。これによってこれまで

のカウントの仕方が変わり、報告数字が変わっているので、なぜ、その結果になったのか

が研究し切れていないところが正直なところございます。そのような中で、実際各学校か

ら上がってきた数字と、今までの、いわゆる通常学級から上がってきたもので報告の数字

にずれがかなり、平成２７年度にはっきり出てきたというところが１つ課題かなと捉えて

おりますが、今後としては、この数字で整理していき最終的には全校１００％を目指すと

いう流れになってまいります。 

教育長（私市 豊君） 

   丹治委員。 

委員（丹治 充君） 

   ６ページに現在までの設置状況が記載されています。市内１６校中、御堂中だけが特別

支援教室が設置されていないということで、次年度ですか、開設予定は。そうなってくる

と、その真ん中の表、通級指導学級がございますね。通級指導学級というのは、今後はな

くなるのか、なくなって、その自校でもって指導を受けられるというか、そういう形にな

ろうかと思うのですが、ただ学校によっては、同じ情緒障害の中でも、Ａという学校はこ

の分野について例えば非常にすぐれた教員がいるとか、あるいは指導が充実しているとい

うことで、場合によっては今までの通級みたいなものが必要になってくるところももしか

したらあるのかなという予測なのですが、そういう点では、この特別支援教室が全部に設

置されていくということは大変好ましいことでもあると思います。なおかつ東京都の事業

に対して先駆けて、大体２年ぐらい早いのですか。非常にあきる野市としては、保護者と

しても大変頼もしい状況だろうというふうに思うのです。この事業、二次計画の中では、

情緒障害について、いわゆる学習障害等についても各学校間のいわゆる扱う種別というか、

その辺は考えておられるのでしょうか。 

教育長（私市 豊君） 

   指導担当課長。 

指導担当課長（間嶋 健君） 

   学習障害、ＬＤのお子さん等につきましても、基本的には特別支援教室の中で指導を障

害等の扱いとして扱わせていただいている流れになっております。これは、ＡＤＨＤだと

か、そういったものもあわせて指導することになっております。それに伴いまして、当然
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教員の研修を充実させていく必要がございますので、その辺の検討と、それから指導が在

籍校で受けられるということは、受けるお子さんもふえると。受けたいというお子さんも

ふえてくると思いますので、その部分の教員の補充が非常勤の確保のみでおさまればよい

のですが、そうならない場合もあります。そういった意味では、若手の巡回教員の研修と

いうものも二次計画の中に入れていきたいと思います。 

教育長（私市 豊君） 

   丹治委員。 

委員（丹治 充君） 

   わかりました。それで、例えば通級の形は今後なくしていく方向なのか、その辺はいか

がですか。 

教育長（私市 豊君） 

   指導担当課長。 

指導担当課長（間嶋 健君） 

   基本的には、小学校でもそうしておりますが、継続で１件昨年度ありましたけれども、

これからは特別支援教室ということになります。 

教育長（私市 豊君） 

   丹治委員。 

委員（丹治 充君） 

   そうすると、言語のあたりの関係はどのように考えていくのでしょうか。 

教育長（私市 豊君） 

   指導担当課長。 

指導担当課長（間嶋 健君） 

   言語障害については、このまま通級指導学級は続けてまいります。  

教育長（私市 豊君） 

   小西委員。 

委員（小西フミ子君） 

   １７ページの４番、乳幼児期に配慮を要する児童への支援ということで、障害児通所給

付費、それから障害児相談支援給付費というのがありますけれども、これは具体的にどう

いう費用を想定されてつくられたものでしょうか。 

教育長（私市 豊君） 

   指導担当課長。 

指導担当課長（間嶋 健君） 

   上段に説明があるとおり、日常生活において基本的な動作指導等を通所して受けるとき

の給付費と、そのモニタリングというか、研究をするための計画を立てるための給付金と

して障がい者支援課のほうで決定している給付費の取り組みでございます。日常生活の支

援だとか、それから技能、知識等、適応訓練をお子さんにしていただくのですが、そのた

めに通所してかかるお金、この給付金を障がい者支援課で確認をして、給付を受けるとい

うことが適切であるという場合にはお金を各保護者に出しているというものです。 

教育長（私市 豊君） 
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   小西委員。 

委員（小西フミ子君） 

   例えばうちの子供もそうでしたけど、赤ちゃんのときから武蔵村山市の障害児者専門病

院への通院、訓練があったのです。そういうことに使う、普通の子供であったら使わない

けれども、障害を持っているから病院に通院するような、そういう費用のことも含めます

か。これは保護者のほうから申請されたらということですか、 

教育長（私市 豊君） 

   指導担当課長。 

指導担当課長（間嶋 健君） 

   その詳細なところは、障がい者支援課じゃないと、申しわけございません、はっきりは

申し上げられないところでございますが、ここでのやりとりの中では、こういった取り組

みをしているということで、調べて回答させていただきます。 

教育長（私市 豊君） 

   そうですね。制度の中身までについては、指導担当課長ではちょっと苦しい部分があろ

うかと思います。 

   坂谷委員。 

委員（坂谷充孝君） 

   いろいろご説明ありがとうございます。１２ページに今の取り組みということで特別支

援教育コーディネーター連絡会等が記載してありまして、１６ページ以降が具体的な施策

ということで書かれていると思うのですけども、その中で１８ページに小中学校時の推進

計画というところで特別支援教育コーディネーターという記載があるわけなのですけれど

も、この特別支援教育コーディネーターの連絡会というのは小中学校だけでやっているわ

けではなくて、先ほど来お話ありましたように、乳幼児期、学齢期というものを切れ目な

く行っていくという観点からも、幼小中コーディネーターの連絡会を行っている。本市に

ついては、公立の幼稚園がないので、たまたまここには幼稚園という記載がないのかなと

思うわけなのですけれども、幼稚園というものも学校機関の一つですので、記載の仕方と

いうのが非常に難しいのかもしれないですけれども、就学前と小中学校と分けると切れ目

というように見えてしまうと思いますので、どのように記載していくのがいいのかはわか

らないのですけれども、市としては幼児期から切れ目なく特別支援というものを行ってい

くという考えがあるということで、それは間違いないのですよね。 

教育長（私市 豊君） 

   指導担当課長。 

指導担当課長（間嶋 健君） 

   それは、切れ目ない取り組みをしていくということで、障がい者支援課がつくっている

ところでも同じように切れ目のないということで、本市の小中学校期の取り組みと同じよ

うに計画をつくっております。 

教育長（私市 豊君） 

   坂谷委員。 

委員（坂谷充孝君） 
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   ありがとうございます。現場のほうから小中学校で特別支援教育のコーディネーター研

修等を行っていけばそれでいいというようにとられて、何か幼稚園がないがしろにされて

いるというような意見もありまして、そのようなことでは特別支援教育というのは進んで

いきませんし、これまでもずっとそういう体制で、幼稚園も含めてずっとやってきていた

だいた体制がございますので、今後、担当者の変更など、何かがあったとしてもしっかり

とつながっていくように、こういった場所にも、小中学校時の推進計画ではありますけれ

ども、保育園、幼稚園等という記載も入れて、一緒にやっていくのだということを記載さ

れたほうがよろしいのではないかなと思いました。これは意見ですけれども、一応述べさ

せていただきます。 

   以上です。 

教育長（私市 豊君） 

   指導担当課長。 

指導担当課長（間嶋 健君） 

   書式の形態上、第４章、１６ページ、あきる野市の就学前の推進計画、３のところ、１

７ページの（７）、幼稚園・保育所等の指導員の指導力向上で、特別支援教育コーディネー

ター連絡会の充実、年４回実施、そして小中学校でも同じようにコーディネーター連絡会

の充実ということで（６）に入れさせていただいているところでございますし、こちらは

両方とも同じものでございまして、両方の幼稚園、保育園の先生方、それから小中学校の

コーディネーター、そして高校のコーディネーターの方にも来ていただいて、幼、小、中、

高と１本縦に串を刺した計画にしていきたいということで、この中には高校は入っており

ませんが、具体的なものには入っています。 

   以上です。 

教育長（私市 豊君） 

   ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

《なし》 

教育長（私市 豊君） 

   それでは、質問等がないようですので、本件は報告として承りました。  

   次に、教育長及び教育委員の報告でございます。私から報告をさせていただきます。１

１月は行事等が多かったと思います。私のほうからは２つの行事について報告をさせてい

ただきます。 

   まず、１０月２９日、西秋留地区のスポーツレクリエーション大会、これはことし初め

て西秋留地区の１０の町内会、自治会が集まりまして、スポレク大会を行いました。ただ、

この日は本当に豪雨でございまして、当初は千代原公園、西中学校の西側にあります公園

で行う予定でした。とてもできる状態の雨ではございませんでしたので、場所を千代里会

館に移しまして、実施をしました。内容的には、障害者スポーツのボッチャ、それから輪

投げ、それとグランドゴルフ、以上３つの競技を行いまして、朝から夕方まで本当に大勢

の方が参加いたしました。 

   来年度以降どうするかというのは、まだ決まっていないようでございますが、恐らく西

秋留地区ではまた来年もやるのではないかなという状況でございます。市のスポーツレク
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リエーション大会がなくなったということで、西秋留地区で何とかできないかという話か

ら今回のこの競技につながったというふうに伺っております。非常に住民の方も大勢参加

しましたので、盛況な大会でございました。 

   それから、もう一つ、１１月１０日に行われました五日市高等学校の運営協議会、私は

定時制のほうの運営協議会に属しているのですけれども、最初に全日制と定時制合同の運

営協議会がありまして、その中で防災教育という視点での協議が行われまして、五日市高

校の敷地全体が土砂災害区域に入ってしまっております。台風２１号の関係で土砂災害警

報があきる野市内全域に発表されたという情報から、これからの防災教育、防災訓練、今

まで土砂災害という視点では五日市高校側でもやっていなかったので、これからは区域的

にもそういったものが必要だなというところから、１階から３階へ避難するという訓練、

それともう一つ、備蓄品を３階のほうに移す必要があるのではないかと。訓練と一緒にそ

ういったところもやる必要があるなと、その辺が大きな議論になりました。今後どういう

ふうにやるかは、また高校側で決めることだと思います。 

   それと、今定時制に所属している生徒は全校で５８人おります。１年生が１８人、２年

生が９人、３年生が２１人、４年生が１０人、この４年生は来年度卒業でございます。そ

れと、もう一人、三修制といって、単位を取得すれば３年間で卒業できるという制度があ

りまして、３年生が１人卒業予定でございまして、１１人が来年度卒業、現在就職内定者

が３人で、進学希望が２人、未定が６人ということでございます。やはり景気がよくなっ

ているということだと思うのですけれども、求人状況は非常によくなっているという報告

は受けております。ただ、卒業後の進路が未定の者が６人いるということで、先生方はそ

こを一番心配しているということでございます。 

   それから、もう一点、この五日市高校の定時制には商業科が今もあるのですけれども、

平成３１年度から商業科は廃止になります。ですから、来年度まで募集するのかな。そう

じゃない。募集していないのかな。商業科がなくなってしまうのですね、来年度で。そう

いう報告を受けております。 

   私からは以上でございます。 

   ほかの委員さんから報告がありましたらお願いいたします。 

   田野倉職務代理者。 

教育長職務代理者（田野倉美保君） 

   では、私のほうからは１１月２日の東京都市町村教育委員会連合会の第１ブロックの研

修会が戸倉のしろやまテラスで行われました。事務局のほうから小学校における英語教育

についてのお話をいただきました。具体的な授業の内容などを説明していただいて、非常

にわかりやすい内容でした。文部科学省とか東京都が小学校で英語教育をどんなふうに何

の目的でやろうとしているかというのが非常によくわかりました。教育委員に対しても、

ぜひ自分の属している地区で小学校の英語教育がちゃんとこの目的に沿った形で行われて

いるかどうかをチェックしてほしいと。意識が高められるような研修で、とてもよかった

と思います。 

   そのときにたまたま他地区の教育委員の方とお話しする機会がありました。私自身も英

語教育に携わっています。小学校の学校訪問の際、現在おこなわれている英語の授業を参
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観しますと、英語をコミュニケーションのツールとして考えて学んでいるなというのを非

常に感じます。一方、中学校で英語の授業を見ますと、どうしても教科学習の目的になっ

てしまっていて、英語を使って何かをするというよりは、英語自体を勉強しているという

感じがどうもしてしまうのです。たまにＡＬＴの先生とかがいらっしゃって、他人とコミ

ュニケーションをとるための手段としても英語の授業もありますが、実際にはそういった

授業がなかなか行われていないのが現状だと思います。これはあきる野市に限ったことで

はなく、中学校の英語教育というものの、理想と現実のギャップというか、抱えている問

題だと思います。これは高校受験とか、そういったところから見直していかないとなかな

か難しいと感じています。小学校で学んだ生きた英語が中学校、高校と続くようになれば、

英語が使えるようになるのではと思います。 

   以上です。 

教育長（私市 豊君） 

   ありがとうございました。 

   丹治委員。 

委員（丹治 充君） 

   私は、こちらのほうに展覧会だとかいろいろありますけれども、きょうここに書いてい

ないのですが、たまたま２０日に五日市の郷土資料館のほうへ行ってきました。実は、そ

のとき説明員の方が３名いてくださって、１名は市外の方なのですが、実によくあきる野

市を調べ上げて、それで説明をしてくださったのです。大変わかりやすかったし、そうい

った中で、あと市倉家住宅ですか、あそこも火を入れてもらったのです。そしたら、市倉

家の昔の面影が本当によく子供たちが理解できまして、館長さんも資料館のほうにおりま

したけれども、展示物も非常に充実していまして、その辺の見学、恐らく市内の小中校は

全部やっているとは思うのですけども、しろやまテラスと同じように貴重な資料がいっぱ

いあるので、社会科の授業では郷土の情報が載っているのかどうかとか、五日市のあたり、

素案については調べるようになりますけれども、実際に子供たちを眺めてみると非常に感

激していました。いろいろ整備するのは大変だと思いますが、本当にありがとうございま

した。よろしくお伝えください。 

教育長（私市 豊君） 

   ありがとうございました。 

   小西委員。 

委員（小西フミ子君） 

   私は、小学校の展覧会を６校見せていただいたのですけれども、草花の風神、雷神には

圧倒されましたが、その中で御堂中の作品も展示されていて飯室校長先生もお見えになっ

ていて、とても一貫しているのだなというのを感じたことと、それからどの学校もそうで

すけれども、作品がとても夢があって、これで将来仕事して行けるのではないかとも思え

るほどの何かすごいものを感じる生徒の作品があって、そのときにふっと頭に思い浮かべ

たのですけれども、例えば特別支援の子供たちがつくる作品もとてもすてきなのですがこ

れは、小中一貫について考えたときに、例えば市内の中のお仕事を経営されている方、そ

ういう商工会の方とかにも観て頂き、あそこにはあの子がいる、こちらにもこの子がいる、
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というのを市内全体で見守り把握、共有してもらっていたら地元で、例えば将来働くのに、

あの子だったらうちの会社に受け入れられるなど、そのような障がい理解にもつながるの

ではといった可能性を感じてしまいました。 

それから作品について聞きたいこと、これどうやってつくったのかというのが、どこの

学校でもそういう思いがあったのですけれども、草花小には腕章をつけた説明の子供がい

まして、それはとてもよかったということと、あとＰＴＡの作品が多西小で体育館の横の

ところで展示されていたのですけれども、大変すばらしくて、ほかの学校ではＰＴＡの作

品は見かけなかったのですが、保護者の作品も、すばらしいもので、ダチョウの卵とか、

昔の貴族の愛用するものをつくったものとか、そういう作品が出ていたりしたのですけれ

ども、そういうのも見学できたことはとてもよかったです。五日市小は、入った途端に物

語の夢の詰まった絵本の中にいるようで、川の流れるシチュエーションとかすばらしく、

一周してくると、そういう内容の本を読んだような気持ちになって帰ってこられたのが、

見せてもらってよかったなと感じました。 

   以上です。 

教育長（私市 豊君） 

   ありがとうございました。 

   坂谷委員。 

委員（坂谷充孝君） 

   報告ということなのですけれども、１０月２８日に任命していただきまして、教育委員

がスタートしました。各小学校、中学校を一緒に回らせていただいているわけなのですが、

子供たちが子供らしく休み時間には元気にしていて、うれしかったのが、しっかりと挨拶

をしてくれるというのがありました。当然のことといえば当然なのですけれども、それを

元気よく子供たちがしている声を聞けて、また私もこんにちはと挨拶ができてよかったな

と思いました。 

   また、授業中ですけれども、大変集中していて、子供たちにとって授業に集中するとい

うのは、割と長い時間で大変な部分もあるかなと思いますけれども、先生方が一生懸命に

子供たちに接していることが大きいのでしょうけれども、授業に集中している様子が見ら

れて安心しました。どの学校も校長先生のリーダーシップというのが大きく関与している

のだなと感じまし、どの先生方もうちはこれでやっていくのだというものを明確にしてい

て、それをこの組織という中で浸透させていこうとしているという姿が見えましたので、

あきる野市の教育は頼もしいものだなと感じました。 

   １つ気になったのは、中堅層がちょっと薄いのだというお話をどの学校の校長先生もお

っしゃっていて、ベテランの教師もいて、若い年数の少ない真ん中ら辺が薄いということ

をおっしゃっていて、やっていることを次世代に繋げてつなげていくということが困難と

いいますか、工夫が必要だったりしているのだろうなと感じました。人と人がつながって

教育というのは成り立っていくものなので、それに対する策があるのかはわかりませんが、

切れ目のない教育というのが、全てのことに関してなのですけれども、できるように進め

ていくというのが大事だとそんなことを考えた次第です。 

   以上、報告にかえさせていただきます。 
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教育長（私市 豊君） 

   ありがとうございました。 

   ただいまの報告について、何か質問等はございますか。よろしいでしょうか。 

《なし》 

教育長（私市 豊君） 

   それでは、質問等がないようですので、教育長及び教育委員の報告は終了いたします。  

   最後に、事務局から今後の日程等についてご案内をお願いいたします。  

   教育総務課長。 

教育総務課長（宮田健一郎君） 

   それでは、今後の日程等につきましてご案内をさせていただきます。  

   明日、１１月２５日、土曜日ですけれども、五日市小学校の開校７０周年記念式典とな

ります。受け付けは午前１０時から、式典は午前１１時からとなります。ご通知にもあっ

たかと思いますが、学校の進行の都合により午前１０時半までに受け付けを済ませてくだ

さいということですので、よろしくお願いいたします。 

   また、来賓受付は五日市交流センターの２階に変更となっておりますので、お間違いの

ないようにお願いいたします。 

   １１月２７日、月曜日でございます。秋多中学校の学校訪問となります。市役所を午前

９時に出発しますので、よろしくお願いいたします。なお、この日は徒歩での移動となり

ます。 

   １２月２日、土曜日でございますが、中学生の主張大会が午後１時から秋川キララホー

ルで開催されます。 

   １２月９日、土曜日でございます。秋川流域小中学生駅伝大会が都立秋留台公園で開催

されます。開会式は午前８時３０分となっております。よろしくお願いいたします。 

   １２月１０日、日曜日でございます。午後２時から平成２９年度マールボロウ市の教育

交流事業報告会が五日市地域交流センター３階のまほろばホールで開催されます。 

   １２月１１日、月曜日です。東秋留小学校の学校訪問となります。市役所を午前９時に

出発しますので、よろしくお願いいたします。 

   １２月２１日、木曜日でございますが、教育委員会感謝状贈呈式を午前１１時から市役

所５階５０５会議室で開催いたします。よろしくお願いいたします。 

   最後に、次回、１２月の定例会でございますが、１２月２１日、木曜日、午後２時から

５０５会議室で開催いたします。 

   以上でございます。 

教育長（私市 豊君） 

   今のことに何かご質問等ありますか。よろしいでしょうか。 

《なし》 

教育長（私市 豊君） 

   それでは、以上をもちましてあきる野市教育委員会１１月定例会を終了いたします。  

                        閉会宣言   午後３時１８分 


